
  
 
 
 

 

 

整理解雇の４要件 

－リストラによるトラブルを避けるために－ 

 

整理解雇は、企業内のいわゆるリストラ政策の中で

代表的な方策といえるかもしれませんが、経営が厳し

いからといって、安易に従業員を削減することが許さ

れるものではありません。整理解雇をするためには、

以下の４つの要件を満たすことが必要とされていま

す。 

１．人員削減の必要性があること 

人員削減が企業経営上の十分な必要性に基づいて

いること、もしくはやむを得ない措置と認められるこ

とが必要です。必要性の程度については、人員削減を

しなければ企業が倒産してしまう、というものから、

そこまでは必要としない、という判例もあり、この判

断については慎重に行うことが重要です。  

２．解雇を回避する努力を行ったこと 

役員報酬等経費の削減、新規採用の停止、希望退職

者の募集、配置転換、出向、労働時間短縮等、整理解

雇を回避するための経営努力をし尽くし、最終手段と

して整理解雇を行うことが必要です。  

３．解雇される社員の選定が合理的であること 

どの社員を解雇するのか、人選の基準が客観的かつ

合理的で、その基準を公正に適用し公平で合理的に人

選を行う必要があります。 

４．適正な手続きをとって行ったこと 

労働組合や労働者から納得を得られるように、整理

解雇の必要性とその内容（時期、規模、方法等）につ

いて十分な説明を行い、誠意をもって協議することが

必要です。 

ただし、この４項目については、すべてを満たさな

ければ無効とする「要件」ではなく、何かが欠けても

４つを総合考慮し、適当と認められる場合は有効とす

る「要素」と捉える判例も出てきています。 

いずれにしても、整理解雇を行う際には高度な経営

判断と様々な実作業が伴いますので、不安な点は専門

家である社会保険労務士に相談されることをお勧め

します。 

 

 
      

助 成 金 に つ い て  

－平成 21 年 2 月改正の助成金－ 
  

 景気の悪化から昨年 12 月から助成金の改正が発表

されております。今回は、2 月に改正された内容の内

新規の助成金をご案内します。 

◆若年者等正規雇用化特別奨励金 

年長フリーター等（25 歳以上 40 歳未満）を正規雇

用する場合や、採用内定を取り消された 40 歳未満の

者を正規雇用する場合に奨励金が支給されます。 

支給額は対象者を雇い入れた場合に、中小企業は

100 万円、大企業は 50 万円です。正規雇用とは、雇

用期間の定めが無い雇用で、1 週間の所定労働時間が

通常の労働者と同程度の労働契約を締結し、雇用保険

の一般被保険者として雇用する場合を指します。 

◆派遣労働者雇用安定化特別奨励金 

 派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金が

支給されます。 

 2009 年問題への対応を検討されている事業主等で、

①6 ヵ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入

れていた業務に、派遣労働者を無期又は 6 ヵ月以上の

有期で直接雇い入れる場合②労働者派遣の期間が終

了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合、①と②

いずれにも該当する場合に奨励金が支給されます。期

間の定めの無い労働契約の場合、中小企業の場合は 3

回、計 100 万円が支給されます。6 ヵ月以上の期間の

定めがある場合は 3 回、計 50 万円が支給されます。 

 この奨励金の実施期間は、平成 21 年 2 月 6 日から

平成 24 年 3 月 31 日までですので、注意が必要です。 

◆離職者住居支援給付金 

 離職後も引続き住居を無償で提供するか、住居に係

る費用の負担をしたときに支給されます。住居の所在

地により支給額が異なりますが1人１ヵ月当り4万円

から 6 万円が支給されます。 

 

 その他記載していない要件や、雇用調整助成金等、

改正により要件が拡充された助成金もあります。詳し

くは、社会保険労務士にご相談下さい。 
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